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馬伝染性貧血は、家畜伝染病予防法で法定伝染病に指定されている致死率が高

い馬の伝染病です。 

従来、本病の検査は、種雄馬及び大会に出場する馬などを対象に毎年実施して

きましたが、平成２７年度からは、肉用を除く「すべての馬」（愛玩・観光用を含

みます）を対象に４年毎（種雄馬は毎年）に実施することになりました。 

馬の飼養者におかれましては、本病の発生予防のため、検査に御理解・御協力

をお願いします。 

＜長野家畜保健衛生所管内における検査スケジュール：検査対象地区＞ 
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世界中で発生。 

国内では、平成 23年に宮崎県で野生馬「御崎馬」2頭で発生 

感染様式 吸血昆虫の機械的媒介が主で垂直感染もある 

症  状 高熱と貧血を特徴とする致死的伝染病 

検査方法 血液の抗体検査 

予  防 定期的な抗体検査による陽性馬の摘発・淘汰、ワクチンはない 

 

長 野 家 畜 保 健 衛 生 所 

北 信 家 畜 畜 産 物 衛 生 指 導 協 会 
〒380-0944 長野市安茂里米村1993 
Tel 026-226-0923 Facs.026-227-2665 

E-mail: nagakachiku@pref.nagano.lg.jp  
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平成２７年度から馬伝染性貧血検査の 

対象が「すべての馬」となります！ 


